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海外商品取引業者に対する行政処分について

【概 要】

海外商品取引業者である株式会社日本インベストメントプラザ（本社：東京都江東区）に

対して行った報告徴収の結果、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律（昭和

５７年法律第６５号。以下「法」という ）第１１条第１項に該当する事実が認められたた。

め、本日、行政処分を行った。

なお、処分の概要は下記のとおりである。

記

１．処分内容

（１）法第１１条第１項の規定に基づく処分

海外商品市場における先物取引の受託等に関する業務の停止（ただし、取引の決

済を結了させる場合を除く ）。

平成１９年１１月３日（土）から平成２０年１１月２日（日）まで（１年）

２．処分理由

、平成１９年９月１２日に同社に対して法第１２条第１項に基づく報告を求めた結果

次のとおり法第１１条第１項の規定に該当する事実が認められた。

（１）法第４条に規定する海外先物契約の締結前における書面の交付に関し、当該書

面に記載すべき事項として海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律

施行規則（昭和５８年通商産業省令第３号。以下「規則」という ）第２条第１項。

に規定する事項について、法令違反が認められた。

① 規則第２条第１項第２号違反

・ ロンドン国際金融先物取引所（以下「ＬＩＦＦＥ」という 、ニューヨーク。）

 



商業取引所 以下 ＮＹＭＥＸ という ニューヨーク商品取引所 以下 Ｎ（ 「 」 。）、 （ 「

ＹＢＯＴ」という ）及びシカゴ商品取引所（以下「ＣＢＯＴ」という ）の海。 。

外先物契約に係る売付け又は買付けを行う者の記載に虚偽があった。

② 規則第２条第１項第５号違反

・ ＬＩＦＦＥ、ＮＹＭＥＸ、ＮＹＢＯＴ及びＣＢＯＴの海外先物契約に係る保

証金の価額の記載に虚偽があった。

③ 規則第２条第１項第６号違反

・ ＬＩＦＦＥ、ＮＹＭＥＸ、ＮＹＢＯＴ及びＣＢＯＴの海外先物契約に係る手

数料の料率の記載に虚偽があった。

（２）法第５条第１項に規定する海外先物契約の締結に係る書面の交付に関し、当該

書面により明らかにすべき事項として同項並びに規則第３条及び第４条に規定す

る事項について、法令違反が認められた。

① 法第５条第１項第１号違反

・ 先物取引の期限の記載がなかった。

② 規則第４条第１項表第１号違反

・ 海外商品市場を開設するものの名称及び当該海外市場の開設地の記載に虚偽

があった。

③ 規則第４条第１項表第４号違反

・ 相場の表示に用いる外国通貨の単位及び本邦通貨の換算方法の記載がなかっ

た。

④ 規則第３条第２号違反

・ 海外先物契約に係る売付け又は買付けを行う者の記載に虚偽があった。

（３）法第５条第２項に規定する顧客の売買指示に係る書面の交付に関し、当該書面

により明らかにすべき事項として規則第５条に規定する事項について、法令違反

が認められた。

① 規則第５条違反

。・ 顧客の売買指示の内容を明らかにする書面を顧客に対し交付していなかった

（４）法第６条に規定する保証金の受領に係る書面の交付に関し、法令違反が認めら

れた。

① 規則第６条違反

・ 取引保証金預り証は交付されているものの、規則第６条に適合する受領に係

る書面は交付されていなかった。

（５）法第７条に規定する成立した先物取引に係る書面の交付に関し、当該書面によ

り明らかにすべき事項として規則第７条に規定する事項について、法令違反が認

められた。

① 規則第７条違反

・ ＮＹＭＥＸ及びＣＢＯＴに係る商品について、海外先物契約に係る売付け又

は買付けを行う者に委託の媒介、取次ぎ又は代理を行っていないにもかかわら

ず、当該行為を行ったものとして当該書面により明らかにすべき事項を記載し



ており、当該書面の記載に虚偽があった。

② 規則第７条第１号及び第３号違反

・ ロンドンインターコンチネンタル取引所（ＩＣＥ）に係る商品の成立した先

物取引に係る書面の交付について、海外商品取引業者の代表者の氏名及び顧客

の住所の記載がなかった。

(６) 法第１０条に規定する海外商品取引業者の不当な行為等の禁止に関し、法令違反

が認められた。

① 法第１０条第６号違反

・ 海外先物契約に基づく売付け若しくは買付け又はその注文をしないで、自己

がその相手方となって売買を成立させていた。

② 規則第８条第１０号違反

・ 海外先物契約の締結又は顧客の売買指示の勧誘につき、虚偽の表示をしてい

た。
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